
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

労働基準法が改正され、中小企業は来年の４月か

ら「時間外労働の上限規制」が適用されることはご

承知の通りです（大企業は今年の４月から施行され

ています）。 

時間外労働の上限規制は、時間外労働の限度時間

を原則月 45時間、年 360時間とし、臨時的な特別な

事情がある場合でも、年 720時間、単月 100時間未

満（休日労働含む）、複数月平均 80時間以内（休日

労働含む）とする規制であり、企業はこれまで以上

に従業員の労働時間の適正な把握・管理が求められ

ることになります。 

そのような中、厚生労働省から、リーフレット

「労働時間の考え方：「研修・教育訓練」等の取扱

い」が公表されました（10月 17日）。これは、労働

基準監督署への問合せが多い「『研修・教育訓練／

仮眠・待機時間／労働時間の前後の時間／直行直

帰・出張に伴う移動時間が労働時間に該当するか否

か」について、実際の相談事例をもとに解説したも

ので、労働時間の適正な管理に役立ててほしいとし

ています。その内容についてみていきます。 

 

◆そもそも「労働時間」とは？ 

労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれてい

る時間のことです。使用者の明示または黙示の指示

により労働者が業務に従事する時間は、労働時間に

該当します。 

 

◆研修・教育訓練の取扱いは？ 

業務上義務付けられていない自由参加のものであ

れば、その研修・教育訓練の時間は、労働時間に該

当しません。例えば、参加の強制はしていない。ま

た、参加しないことについて不利益な取扱いもしな

い勉強会などです。 

 

 

◆仮眠・待機時間の取扱いは？ 

仮眠室などにおける仮眠の時間について、電話等

に対応する必要はなく、実際に業務を行うこともな

いような場合には、労働時間に該当しません。例え

ば、週１回交代で、夜間の緊急対応当番を決めてい

るが、当番の労働者は社用の携帯電話を持って帰宅

した後は自由に過ごすことが認められている場合の

当番日の待機時間などです。 

 

◆更衣時間の取扱いは？ 

制服や作業着の着用が任意であったり、自宅から

の着用を認めているような場合には、労働時間に該

当しません。 

 

◆早出時間の取扱いは？ 

交通混雑の回避や会社の専用駐車場の駐車スペー

スの確保等の理由で労働者が自発的に始業時刻より

前に会社に到着し、始業時刻までの間、業務に従事

しておらず、業務の指示も受けていないような場合

には、労働時間に該当しません。 

 

◆直行直帰・出張に伴う移動時間は？ 

移動中に業務の指示を受けず、業務に従事することも

なく、移動手段の指示も受けず、自由な利用が保障さ

れているような場合には、労働時間に該当しません。 

 

厚労省から公表された「労働時間の 

考え方」に関するリーフレット 
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厚生労働省は、社会保障審議会で中小企業向け企業

年金制度の拡大に向けての案を示し、大筋で了承され

ました。来年の通常国会に関連法案を提出する方針で

す。 

見直し案は、将来的に公的年金の給付水準の目減り

が避けられない中、私的年金の活用を促す狙いがあり

ます。前回の部会では、企業年金・個人年金の加入可

能要件を見直して加入可能年齢を引き上げるととも

に、受給開始時期等を柔軟化すべきであることが確認

されていました。 

一方、企業年金・個人年金の現状を見ると、➀中小

企業を中心にそもそも企業年金がない者がいる、②企

業に企業年金があっても適用されていない者がいる、

③iDeCo について加入可能範囲が拡大されたが、企業

型確定拠出年金の加入者が iDeCo に加入できるのは

同時加入を認める規約の定め等がある企業に限られ

ている、といった課題があります。これらを踏まえ、

より多くの企業・個人が制度を利用できるよう制度

面・手続面の改善を図るべきではないかと、以下のよ

うな案が示されました。 

 

◆中小企業向け制度の対象範囲の拡大 

企業年金の導入率の低下は 300 人未満の企業で著

しいことから、中小企業向けに設立手続を簡素化した

「 簡易型ＤＣ 」や、企業年金の実施が困難な中小企

業が iDeCo に加入する従業員の掛金に追加で事業主

掛金を拠出することができる「中小事業主掛金納付制

度 （iDeCo プラス」）」について、制度を導入可能な事

業主の対象範囲を現行の 100 人以下から 300 人以下

に拡大する。 

 

◆企業型ＤＣ加入者の iDeCo 加入の要件緩和 

企業型ＤＣ加入者が iDeCo に加入できるのは、現行

は労使合意に基づく規約の定めがあって事業主掛金

の上限を引き下げた企業に限られているが、これを改

め、規約の定めや事業主掛金の上限の引下げがなくて

も、iDeCo に加入できるように改善する。これにより、

希望者全員が iDeCo に加入できるようになる。 

 

◆iDeCo に係るその他の改善 

・企業型ＤＣ加入者のマッチング拠出と iDeCo 加入

の選択……マッチング拠出を導入している企業の

企業型ＤＣ加入者は 、 マッチング拠出か iDeCo 

加入かを加入者ごとに選択できることとする。 

・iDeCo の加入申込み……iDeCo の加入申込みや変更

について、現行は紙による手続となっているが、オ

ンラインで行うことを可能にするなど、各種手続面

の改善をできる限り速やかに実現する。 

 

◆確定拠出年金における中途引き出しの改善 

例外的に認められている中途引き出し（脱退一時金

の受給）について、外国籍人材が帰国するときは、制

度に加入できず年金資産を積み増すことはできなく

なることから、通算の掛金拠出期間が短いこと等の他

の要件を満たせば、中途引き出しを認める。 

 

 

 
 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に

採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 特例による住民税特別徴収税額の納付［郵便局ま

たは銀行］ 

 

31 日 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告

書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でな

い場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業安

定所］ 

○ 固定資産税・都市計画税の納付＜第 3 期＞［郵便

局または銀行］ 

※都・市町村によっては異なる月の場合がある。 

 

本年最後の給料の支払を受ける日の前日まで 

○ 年末調整による源泉徴収所得税の不足額徴収繰延

承認申請書の提出 

［給与の支払者（所轄税務署）］ 

○ 給与所得者の保険料控除申告書、給与所得者の配

偶者控除等申告書、 

住宅借入金等特別控除申告書の提出［給与の支払

者（所轄税務署）］ 

 

～やまさきよりひと言～ 

中小企業にも来年の 4月から働き方改革関

連法の適用が始まります。対応はお済でしょ

うか？他人事ではダメですよー！ご相談はお

早めにお願い致します♪ 

iDeCo など企業年金の対象者拡大 

～社会保障審議会で検討 

12月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 


